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4-2-8 医療施設 

(1） 医療施設（医療センター，病院） 

方向性 

 医療センターについては，親施設である総合保健医療福祉施設（ウェルネス柏）とあわせて，

日常的な点検や定期的な修繕に加え，計画的な保全により『現状のまま存続』する。 

 市立柏病院については，柏市健康福祉審議会市立病院事業検討専門分科会の答申「市立柏病

院のあり方」における病床利用率及び小児入院体制の目標達成状況を踏まえた上で，今後の

施設のあり方について検討を進める。 

 

 
 

 

No.
施設名

（建築年度）
耐用年数
到達年度

取組

医療センター
延床面積
（㎡）

(2009)

取組

市立柏病院
延床面積
（㎡）

(1978)

12,121.31 12,121.31 12,121.31 12,121.31

内容

（第1期）
柏市健康福祉審議会市立病院事業検討専門分科会の答申「市立柏病院のあり方」における病床利用率及び小児入院体制
の目標達成状況を踏まえた上で，今後の施設のあり方について検討を進める。

その他

2 2038

第1期
（2016～2025）

第2期
（2026～2035）

第3期
（2036～2045）

第4期
（2046～2055）

内容

第4期
（2046～2055）

893.72 893.72 893.72 893.72

現状のまま存続

1 2069

第1期
（2016～2025）

第2期
（2026～2035）

第3期
（2036～2045）

再編の取組


